
4 
 

ことである。 

 第 1 の点について、クリトメラーは、PiP には目的

の議論が含まれていないと指摘する。このことに意識

的でないことの危険性は、「何を学ぶべきか」という規

範的な問いに対する回答が、PISA などの国内外のテ

ストへの依拠に容易に回収されてしまうことである。 

 第 2 の点については、デューイの「経験」概念や、

バーンスティンやブルデューの「実践」概念が矮小化

されているため、子どもの学びの全体構造を捉え損ね

ていることである。例えば、本来バーンスティンやブ

ルデューの「実践」の議論では、学校内のペダゴジー

に収斂しない、社会の構造と子どもの学びの関係性が

問われていた。しかしながら、ハダルらは、意識的に

それらを削ぎ落して概念化したのである。さらに、こ

のような概念化と関わって、PiP の調査方法は、イン

タビューに限定されることになる。その結果、クリト

メラーに言わせれば、ハダルらの試みは、「実践におけ

るペダゴジー」ではなく「意識におけるペダゴジー」

になってしまっているのである。 

 クリトメラーは、これらの課題を意識的に取り上げ

て、PiP を再構成するべきだと説くだけでなく、「誰が

PiP の研究を行うのか」ということを問題化している。

彼は、PiP が教育実践の改善に寄与するためには、例

えば、教師自身や教師と研究者による協働で、アクシ

ョン・リサーチを行うことが考えられると述べる。 

 以上が、ハダルらによる PiP の概念化の内実と、ク

リトメラーによる批判である。これらを踏まえた上で、

PiP の可能性について一考察を加えたい。日本の教育

方法学研究においても、ヒドゥン・カリキュラムや「学

びの履歴」としてのカリキュラムの議論を経て、子ど

もの多様な「声」の重要性が意識されるようになって

きた。しかし、このことは同時に、教師の「教え」の

議論が後退していくことにもつながったと言える。だ

からといって、1960 年代のように教師の「教え」と子

どもの「学び」を等式で結びつける素朴な「教授＝学

習過程」の研究への回帰は、「学び」論を経験した私た

ちには許されていない。このような状況を突破する糸

口として、PiP の概念から学ぶことは多い。つまり、

教師の「教え」と子どもの「学び」にはズレがあるこ

とを認識した上で、どちら一方にウェイトを置くので

はなく、その相互作用にこそ焦点を合わせる研究が求

められていると言えよう。 

 もう 1 点、クリトメラーの議論に引きつけると、教

師が行う PiP の研究にも大きな可能性がある。クリト

メラーは、それが実践の改善や学校改革につながると

いう点で意味づけているが、教師の力量形成論として

読み替えることもできる。PiP は、子どもの意識の側

から、教師の「教え」を対象化する。したがって、こ

のことは、学習者である子どもたちによる、教師の授

業づくりに対する評価活動として機能する。これまで

にも教師は、自身が意図したことと子どもの学習結果

を関連づけて、自身の授業づくりについて省察するこ

とはあったであろうが、PiP の考えを導入することで、

教師の省察過程の中に、子どもによる授業意図の把握

という両者の中間地点を設けることになる。これは、

教師が、自身の意図と子どもによる教師の意図の把握

のズレ、および子どもによる教師の意図の把握と実際

の学習結果のズレを認識してその要因を考察する契機

を生む。力量形成にとってこの重層的なズレの把握は

有効であろう。以上のように、PiP は、教育実践の研

究方法論、および教師教育論にとって示唆に富む。 
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論文要約 
 

提出者氏名 小栁亜季 指導教員 主 
西岡 

加名恵 
副 
石井 

英真 

論文題目 
エリック・ホーキンズによる言語教育の構想 

―Awareness of Languageに着目して― 

【論文内容の要約】 

 本稿は、エリック・ホーキンズ（Eric W. Hawkins: 1915-2010）の言語教育論を検討する

ものである。ホーキンズは 1970 年代後半から 2000 年代の英国において、各言語の教育の

架け橋として教科「言語（Language）」を構想した人物である。ホーキンズはすべての言語

の学びに通底するものとして「Awareness of Language（以下 AOL とする）」を子どもたち

に身につけさせることを主張した。先行研究において AOL は、認知発達を志向しつつ、異

なる言語への「肯定的な態度」を育成するものでもあったと論じられてきたが、両者がど

のようにホーキンズの中で統合されていたのか、不明瞭である。そこで本稿は、ホーキン

ズがすべての言語教育の核になると論じた AOL の内実とその指導過程を、氏が影響を受

けた時代的背景や理論的背景、さらに構想した具体的な言語教育像を踏まえることで、解

明することを目的とする。  

 第１章において、ホーキンズが AOL の必要性を提唱するに至った時代的背景と、参照し

た理論的背景や類似概念から、AOL の性質を解明することを試みた。第１節第１項では

AOL が論じられるにいたる歴史的背景と、そこから見られるホーキンズの教育目的論を論

述した。1970 年代の英国においては、リテラシーの低さと、異なる言語を話す人々への差

別的な態度が問題視されており、その中でホーキンズが、自分が必要とする情報を得る「自

由」と、偏狭な価値観からの「自由」という、２つの「自由」を保障することを教育目的

として掲げていたことを確認した。第２項と第３項で、AOL の理論的背景とその実態に迫

った。ホーキンズは、文脈依存的な言語使用の能力である「コミュニケーション能力」と、

言語それ自体によって情報が伝達されるような言語使用の能力である「分析的能力」を区

別し、AOL はその間をつなぐ認知的過程であると論じていた。「分析的能力」は文脈に依

存せずに言葉のみで情報を伝達する際に要求される能力であり、学校での学びにも大きく

関わるものであった。さらに、ホーキンズは学習者が AOL を獲得していき「分析的能力」

が向上していくにつれて、自身の持つ言語と概念、言語と「思考と感情的な発達」との関

係性が明確になっていくと考えていた。ここからホーキンズが、言語の抽象性や多義性、

構造などの言語自体の特徴に気づくことが可能になるという認知的発達が学習者の「言語

への寛容性」につながっていくと考えていたことを明らかにした。  

第１章第２節では、AOL を相対化するために、AOL と類似した概念として他の論者から

提示された「言語についての知識（Knowledge About Language）」と「批判的言語意識（Critical 

Language Awareness）」に触れた。「言語についての知識」は、言語の機能的側面を教育内容

に含めたという点において、ホーキンズの論との親和性が見られた。だが、ホーキンズ自

身は「Knowledge About」という言い方から、知識を伝達し子どもがそれを暗記するという

ような静的な教育形態に回収されてしまうことを危惧していた。一方で、「分析的能力」を

獲得するためには、言語自体の示す特徴だけを手掛かりにその意味を模索する必要がある

ため、AOL を身につけさせる取り組みは帰納的な方法で行われるべきと主張した。そして、

「批判的言語意識」は、言語的不公正は社会構造全体にも起因するものと捉えた概念であ

った。「批判的言語意識」の論者は、言語の適切性を教授する AOL が言語の不公正性を個

人に帰するものであると批判していた。それに対して、ホーキンズは「批判的言語意識」

として想定される内容を否定しているのではなく、想定年齢層が異なると応答しており、

ここからホーキンズが発達段階に応じた教育内容を想定していたことが示唆された。  

第２章では、AOL を育成する教科「言語」の位置づけと、その教育内容を検討した。ホ

ーキンズが言語の教育を母語教育、教科「言語」、外国語教育、という段階性を持って行う

ことを想定していた。第１節では、そのうち初等教育で想定された「耳の教育（education 

of the ear）」と「大人との時間（adult time）」の内実を検討し、AOL の伸長は母語から、そ

して音声言語から取り組まれることを確認した。第２節では、ホーキンズが編集したトピ

ックブック『Awareness of Language』を取り上げ、AOL を向上させるための教育内容を確

認した。内容は大きく①言語形式、②言語構造、③言語使用、④言語習得に分けられ、さ

らに①言語形式や②言語構造で学んだ素地があって初めて③言語使用、④言語獲得が可能

になるとホーキンズが考えていたことが見て取れた。つまり、AOL や科目 AOL の教育内

容には階層性があることがわかった。さらに、ある気づきが認知的に深まっていった結果

が、情意的な側面に影響していくと考えられていたことを見て取ることができた。  

ホーキンズの構想した言語教育は、言語形式を比較し言語間の共通性を見出すことで言

語の平等性に気づかせるのではなく、言語機能も含めながら言語間の違いを正しく認識す

ることで言語間の平等性を担保しようとした点に意義があるといえる。このような言語教

育観は、異文化間コミュニケーションで重要視される、個の尊重にもつながる点として意

義があると指摘できる。  

だが、ホーキンズの論には課題も指摘できる。ホーキンズは言語の間にある違いを正し

く認識することで、言語間の違いは「面白く豊かなものという考えが広がる」と論じてい

る。実際に言語自体の特徴と自身の持つ偏見的な見方を区別することができるようになっ

たとしても、それによって特定の言語への嫌悪感が消えるとは限らない。このことから、

ホーキンズの論は楽観的な側面が否めないだろう。 
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論文要約 
 

提出者氏名 小栁亜季 指導教員 主 
西岡 

加名恵 
副 
石井 

英真 

論文題目 
エリック・ホーキンズによる言語教育の構想 

―Awareness of Languageに着目して― 

【論文内容の要約】 

 本稿は、エリック・ホーキンズ（Eric W. Hawkins: 1915-2010）の言語教育論を検討する

ものである。ホーキンズは 1970 年代後半から 2000 年代の英国において、各言語の教育の

架け橋として教科「言語（Language）」を構想した人物である。ホーキンズはすべての言語

の学びに通底するものとして「Awareness of Language（以下 AOL とする）」を子どもたち

に身につけさせることを主張した。先行研究において AOL は、認知発達を志向しつつ、異

なる言語への「肯定的な態度」を育成するものでもあったと論じられてきたが、両者がど

のようにホーキンズの中で統合されていたのか、不明瞭である。そこで本稿は、ホーキン

ズがすべての言語教育の核になると論じた AOL の内実とその指導過程を、氏が影響を受

けた時代的背景や理論的背景、さらに構想した具体的な言語教育像を踏まえることで、解

明することを目的とする。  

 第１章において、ホーキンズが AOL の必要性を提唱するに至った時代的背景と、参照し

た理論的背景や類似概念から、AOL の性質を解明することを試みた。第１節第１項では

AOL が論じられるにいたる歴史的背景と、そこから見られるホーキンズの教育目的論を論

述した。1970 年代の英国においては、リテラシーの低さと、異なる言語を話す人々への差

別的な態度が問題視されており、その中でホーキンズが、自分が必要とする情報を得る「自

由」と、偏狭な価値観からの「自由」という、２つの「自由」を保障することを教育目的

として掲げていたことを確認した。第２項と第３項で、AOL の理論的背景とその実態に迫

った。ホーキンズは、文脈依存的な言語使用の能力である「コミュニケーション能力」と、

言語それ自体によって情報が伝達されるような言語使用の能力である「分析的能力」を区

別し、AOL はその間をつなぐ認知的過程であると論じていた。「分析的能力」は文脈に依

存せずに言葉のみで情報を伝達する際に要求される能力であり、学校での学びにも大きく

関わるものであった。さらに、ホーキンズは学習者が AOL を獲得していき「分析的能力」

が向上していくにつれて、自身の持つ言語と概念、言語と「思考と感情的な発達」との関

係性が明確になっていくと考えていた。ここからホーキンズが、言語の抽象性や多義性、

構造などの言語自体の特徴に気づくことが可能になるという認知的発達が学習者の「言語

への寛容性」につながっていくと考えていたことを明らかにした。  

第１章第２節では、AOL を相対化するために、AOL と類似した概念として他の論者から

提示された「言語についての知識（Knowledge About Language）」と「批判的言語意識（Critical 

Language Awareness）」に触れた。「言語についての知識」は、言語の機能的側面を教育内容

に含めたという点において、ホーキンズの論との親和性が見られた。だが、ホーキンズ自

身は「Knowledge About」という言い方から、知識を伝達し子どもがそれを暗記するという

ような静的な教育形態に回収されてしまうことを危惧していた。一方で、「分析的能力」を

獲得するためには、言語自体の示す特徴だけを手掛かりにその意味を模索する必要がある

ため、AOL を身につけさせる取り組みは帰納的な方法で行われるべきと主張した。そして、

「批判的言語意識」は、言語的不公正は社会構造全体にも起因するものと捉えた概念であ

った。「批判的言語意識」の論者は、言語の適切性を教授する AOL が言語の不公正性を個

人に帰するものであると批判していた。それに対して、ホーキンズは「批判的言語意識」

として想定される内容を否定しているのではなく、想定年齢層が異なると応答しており、

ここからホーキンズが発達段階に応じた教育内容を想定していたことが示唆された。  

第２章では、AOL を育成する教科「言語」の位置づけと、その教育内容を検討した。ホ

ーキンズが言語の教育を母語教育、教科「言語」、外国語教育、という段階性を持って行う

ことを想定していた。第１節では、そのうち初等教育で想定された「耳の教育（education 

of the ear）」と「大人との時間（adult time）」の内実を検討し、AOL の伸長は母語から、そ

して音声言語から取り組まれることを確認した。第２節では、ホーキンズが編集したトピ

ックブック『Awareness of Language』を取り上げ、AOL を向上させるための教育内容を確

認した。内容は大きく①言語形式、②言語構造、③言語使用、④言語習得に分けられ、さ

らに①言語形式や②言語構造で学んだ素地があって初めて③言語使用、④言語獲得が可能

になるとホーキンズが考えていたことが見て取れた。つまり、AOL や科目 AOL の教育内

容には階層性があることがわかった。さらに、ある気づきが認知的に深まっていった結果

が、情意的な側面に影響していくと考えられていたことを見て取ることができた。  

ホーキンズの構想した言語教育は、言語形式を比較し言語間の共通性を見出すことで言

語の平等性に気づかせるのではなく、言語機能も含めながら言語間の違いを正しく認識す

ることで言語間の平等性を担保しようとした点に意義があるといえる。このような言語教

育観は、異文化間コミュニケーションで重要視される、個の尊重にもつながる点として意

義があると指摘できる。  

だが、ホーキンズの論には課題も指摘できる。ホーキンズは言語の間にある違いを正し

く認識することで、言語間の違いは「面白く豊かなものという考えが広がる」と論じてい

る。実際に言語自体の特徴と自身の持つ偏見的な見方を区別することができるようになっ

たとしても、それによって特定の言語への嫌悪感が消えるとは限らない。このことから、

ホーキンズの論は楽観的な側面が否めないだろう。 
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論文要約 
 

提出者氏名 中来田敦美 指導教員 主 石井 副 西岡 

論文題目 浦辺史による保育施設論の成立過程 

【論文内容の要約】 

 様々な要求が保育施設に寄せられる時代において、保育施設および保育者は、いかなる

存在となっていけばよいか。本論文では、この問いの答えについて、特に、保育を提供す

ることと、保護者を支援することの関係性に焦点を合わせて探る。そのために、東京の小

学校で訓導を務めた後、東京帝大セツルメント（以下、東大セツルと記す）託児部係や、

スラムの託児所「天照園子供の家」（以下、子供の家と記す）の保父として活躍した浦辺

史に着目し、彼の保育施設論およびその実践を検討する。  

 浦辺は、貧しい子どもたち自身の力によって、彼らの生活を改善させることが保育施設

の役割であると主張した。同時に、保護者を対象とした社会教育にも力を入れ、母の会の

活発化や、保育者と母親たちの関係性づくりに努めた。  

 ここから、浦辺が、保育のあり方というよりも、保育施設のあり方について検討してい

たことを読み取れる。しかし、先行研究において、浦辺の主張は、子どもたちに提供する

保育のあり方に関する側面に焦点を絞る形で検討されてきた。そこで本論文では、浦辺が

『学齢前児童の諸問題』を執筆し、自身の理論を確立させるまでの時期に焦点を合わせて、

「浦辺は、保育施設の役割や責務をどのように捉えていたのか」「彼の保育施設観は、ど

のような経緯で定まっていったのか」という問いの答えを探る。 

 第１章では、保育に出会う前の浦辺を取り巻く社会の実態について確認することを通じ

て、彼の思想的背景を明らかにした。1905 年、東京府下由井村宇津貫に生まれた浦辺は、

豊島師範学校第二部に入学し、東京の小学校で訓導として働いた。訓導時代の浦辺は、徐々

に階級性に対する関心を強めながらも、貧しい子どもたちに向き合い続け、読み書きの能

力や自主性を彼らに身につけさせようとしていた。  

 厳しい生活を強いられた当時の下層社会に、子どもを教育する余裕や意志をもつ家庭は

ほとんど存在しなかった。ゆえに、子どもたちは、心身を健全に発達させることが難しい

状況に置かれていた。各地の宗教家や篤志家たちは、慈善事業の一環として、彼らの救済

を試みた。こうした取り組みの中に〈救済する者―救済される者〉という関係性を見出し、

「慈善事業は、労働者たちの階級意識を眠らせているのではないか」という疑問を抱いた

人々がいた。彼らは、下層社会の親子に、社会の矛盾へ立ち向かう心や力を育むことを目

指す保育施設を設立した。しかし、諸条件に阻まれ、十分な成果は上げられなかった。 

 第２章では、東大セツル託児部で展開された取り組みに関して、浦辺が在籍した 1933

年３月以後の時期に焦点を合わせて検討した。当時の東大セツルでは、労働者のための託

児所を要望する声の高まりをふまえ、託児部の拡充および発展が目指されていた。託児部

の専従職員となった浦辺は、厳しい社会環境におかれる子どもたちのための教育体系を創

造することを目的として、児童問題研究会を結成した。  

 浦辺は、保育施設に２つの役割を要求した。第一に、１日の大半を託児所で過ごす子ど

もたちに、社会に生きるうえで必要となる態度や姿勢を身につけさせることである。第二

に、勤労する母親たちに、子どもを教育するうえで必要な知識を身につける機会を提供す

ることである。これらの役割を果たすうえで、子どもたちや親たちに、姿勢や知識などを

身につける意義について理解させ、自主的にその習得に励ませることが重視されていた。

つまり、浦辺もまた、慈善事業に内在する〈救済する者―救済される者〉という関係性を

払拭することを目指していた。  

 こうした構想に基づいて、東大セツル託児部の保姆たちは、託児所固有のあり方につい

て、具体的かつ積極的に探究した。たとえば、親たちと交流したり、子どもたちの様子を

観察したりしながら、彼らのために必要な事業の内容を検討し、実践した。  

 第３章では、浦辺が、子供の家で保父として働きながら、『学齢前児童の諸問題』を執

筆した時期において展開した理論および実践の内実を明らかにした。子供の家の子どもた

ちは、親に放任され、心身の健康を害されていた。そこで浦辺は、子どもたちに、心身の

健康を保つために必要な習慣を、彼ら自身の力で身につけさせようとした。 

 1936 年、『学齢前児童の諸問題』が刊行された。同書では、母子の「実生活」に焦点が

合わせられたことにより、従来の保育施設や学校において想定されていた家庭および子ど

もの姿が、画一的で実態にそぐわないものであったことが浮き彫りになった。乖離を無く

すための方法として、保育施設が、母親たちから、子育てに関する様々な仕事のうち、出

産と授乳以外のものを肩代わりすることや、小学校と保育施設が協力しながら、その地域

に暮らす子どもたちの生活に即した環境を整えることが提案された。  

 ここにおいて、学校や保育施設を、地域を変革する存在としてではなく、地域によって

変革される存在として捉え直す視点が提供された。すなわち、浦辺の保育施設論は、地域

のニーズを受け止めながら、地域とともに、地域のよりよい姿を目指す保育施設のあり方

を示すものであった。  

 以上のように、本論文では、浦辺による保育施設論の成立過程を明らかにした。本論文

の課題は、保育施設における保護者支援の取り組みについて、地域の特性、教育に対する

保護者の考え方、経済面および衛生面をめぐる家庭の状況などに基づき類型化したうえで

検討することができなかったことである。これについては、今後の課題としたい。  
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論文要約 
 

提出者氏名 中来田敦美 指導教員 主 石井 副 西岡 

論文題目 浦辺史による保育施設論の成立過程 

【論文内容の要約】 

 様々な要求が保育施設に寄せられる時代において、保育施設および保育者は、いかなる

存在となっていけばよいか。本論文では、この問いの答えについて、特に、保育を提供す

ることと、保護者を支援することの関係性に焦点を合わせて探る。そのために、東京の小

学校で訓導を務めた後、東京帝大セツルメント（以下、東大セツルと記す）託児部係や、

スラムの託児所「天照園子供の家」（以下、子供の家と記す）の保父として活躍した浦辺

史に着目し、彼の保育施設論およびその実践を検討する。  

 浦辺は、貧しい子どもたち自身の力によって、彼らの生活を改善させることが保育施設

の役割であると主張した。同時に、保護者を対象とした社会教育にも力を入れ、母の会の

活発化や、保育者と母親たちの関係性づくりに努めた。  

 ここから、浦辺が、保育のあり方というよりも、保育施設のあり方について検討してい

たことを読み取れる。しかし、先行研究において、浦辺の主張は、子どもたちに提供する

保育のあり方に関する側面に焦点を絞る形で検討されてきた。そこで本論文では、浦辺が

『学齢前児童の諸問題』を執筆し、自身の理論を確立させるまでの時期に焦点を合わせて、

「浦辺は、保育施設の役割や責務をどのように捉えていたのか」「彼の保育施設観は、ど

のような経緯で定まっていったのか」という問いの答えを探る。 

 第１章では、保育に出会う前の浦辺を取り巻く社会の実態について確認することを通じ

て、彼の思想的背景を明らかにした。1905 年、東京府下由井村宇津貫に生まれた浦辺は、

豊島師範学校第二部に入学し、東京の小学校で訓導として働いた。訓導時代の浦辺は、徐々

に階級性に対する関心を強めながらも、貧しい子どもたちに向き合い続け、読み書きの能

力や自主性を彼らに身につけさせようとしていた。  

 厳しい生活を強いられた当時の下層社会に、子どもを教育する余裕や意志をもつ家庭は

ほとんど存在しなかった。ゆえに、子どもたちは、心身を健全に発達させることが難しい

状況に置かれていた。各地の宗教家や篤志家たちは、慈善事業の一環として、彼らの救済

を試みた。こうした取り組みの中に〈救済する者―救済される者〉という関係性を見出し、

「慈善事業は、労働者たちの階級意識を眠らせているのではないか」という疑問を抱いた

人々がいた。彼らは、下層社会の親子に、社会の矛盾へ立ち向かう心や力を育むことを目

指す保育施設を設立した。しかし、諸条件に阻まれ、十分な成果は上げられなかった。 

 第２章では、東大セツル託児部で展開された取り組みに関して、浦辺が在籍した 1933

年３月以後の時期に焦点を合わせて検討した。当時の東大セツルでは、労働者のための託

児所を要望する声の高まりをふまえ、託児部の拡充および発展が目指されていた。託児部

の専従職員となった浦辺は、厳しい社会環境におかれる子どもたちのための教育体系を創

造することを目的として、児童問題研究会を結成した。  

 浦辺は、保育施設に２つの役割を要求した。第一に、１日の大半を託児所で過ごす子ど

もたちに、社会に生きるうえで必要となる態度や姿勢を身につけさせることである。第二

に、勤労する母親たちに、子どもを教育するうえで必要な知識を身につける機会を提供す

ることである。これらの役割を果たすうえで、子どもたちや親たちに、姿勢や知識などを

身につける意義について理解させ、自主的にその習得に励ませることが重視されていた。

つまり、浦辺もまた、慈善事業に内在する〈救済する者―救済される者〉という関係性を

払拭することを目指していた。  

 こうした構想に基づいて、東大セツル託児部の保姆たちは、託児所固有のあり方につい

て、具体的かつ積極的に探究した。たとえば、親たちと交流したり、子どもたちの様子を

観察したりしながら、彼らのために必要な事業の内容を検討し、実践した。  

 第３章では、浦辺が、子供の家で保父として働きながら、『学齢前児童の諸問題』を執

筆した時期において展開した理論および実践の内実を明らかにした。子供の家の子どもた

ちは、親に放任され、心身の健康を害されていた。そこで浦辺は、子どもたちに、心身の

健康を保つために必要な習慣を、彼ら自身の力で身につけさせようとした。 

 1936 年、『学齢前児童の諸問題』が刊行された。同書では、母子の「実生活」に焦点が

合わせられたことにより、従来の保育施設や学校において想定されていた家庭および子ど

もの姿が、画一的で実態にそぐわないものであったことが浮き彫りになった。乖離を無く

すための方法として、保育施設が、母親たちから、子育てに関する様々な仕事のうち、出

産と授乳以外のものを肩代わりすることや、小学校と保育施設が協力しながら、その地域

に暮らす子どもたちの生活に即した環境を整えることが提案された。  

 ここにおいて、学校や保育施設を、地域を変革する存在としてではなく、地域によって

変革される存在として捉え直す視点が提供された。すなわち、浦辺の保育施設論は、地域

のニーズを受け止めながら、地域とともに、地域のよりよい姿を目指す保育施設のあり方

を示すものであった。  

 以上のように、本論文では、浦辺による保育施設論の成立過程を明らかにした。本論文

の課題は、保育施設における保護者支援の取り組みについて、地域の特性、教育に対する

保護者の考え方、経済面および衛生面をめぐる家庭の状況などに基づき類型化したうえで

検討することができなかったことである。これについては、今後の課題としたい。  
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論文要約 
 

提出者氏名 大平 優斗 指導教員 主 西岡加名恵 副 石井英真 

論文題目 丸木政臣による総合学習の理論と実践 

【論文内容の要約】 

 今日、社会情勢の複雑化や予測困難性を背景に、学校教育では、単なる知識・技能の教

授にとどまらず、自ら考え行動する力を育むことが求められている。こうした資質・能力

を育む学習形態の理論的源流の一つは、戦後新教育期に展開した問題解決学習論にまで遡

ることができる。丸木政臣（1924-2013）は、当時問題解決学習に取り組んだ実践者の一人

であり、その中でも中心的存在であった。これまで丸木の教育実践は、特に熊本大学教育

学部附属中学校（以下、熊大附中）における実践に焦点を合わせて論じられてきたが、丸

木実践の背後にある教育理念や和光学園異動後の実践展開については、十分に扱われてこ

なかった。そこで本稿は、熊大附中から和光学園への展開を包括的に扱いながら、丸木実

践の背後にあった教育理念（育てようとした子ども像）がどのような教育実践へと結実し

たのかを明らかにすることを目的とした。 

 第一章では、熊大附中時代（1946-1955）における丸木の社会科実践に焦点を合わせ、実

践の背後にあった社会科・単元学習の目標論と学力観がどのような教育実践へ至り、その

意義と課題が何であったかを明らかにした。十分な知識・技能を持ち、それらを主体的に

駆使して自らの社会や生活へ働きかけることを目指すという目標は、学習者が社会や政治

に働きかけることを求める問題解決学習実践において結実した。これらの実践によって、

問題意識の旺盛な子どもは育てられたものの、それが子どもにとって必ずしも本物の「科

学的な力」にはならないという課題も残されていた。  

 第二章では、和光学園時代（1955-2005）における丸木の総合学習実践に焦点を合わせ、

どのような課題意識のもとに、どのような問題解決学習論や生活単元学習論が展開されて

いったのか、熊大附中における実践からの変化にも注目しながら明らかにした。丸木は、

能力主義・管理主義の台頭により、子どもたちが無気力化したり逸脱行為に走ったりする

ことに対する課題意識を抱えていた。こうした意識は、形式に縛られずに子どもが物事を

考える主体となる総合学習へと結実した。熊大附中時代と比較して、和光学園時代の実践

は、「子ども自身の問い」を重視したという特徴を見出すことができる。  

 以上、丸木が熊大附中から和光学園にかけて積み上げた実践においては、種々の知識・

技能を実社会・実生活の活動を通して培っていくという一貫性があった。一方で、これを

裏付ける教育理念は、学習者が置かれた状況に応じて時代とともに変容し、丸木の実践は、

問題解決そのものが本質となるものから、子どもたちの持つ問題意識を出発点・展開の核

とするものへと変わっていった。そこでは、一貫して子どもたちが系統的な知識体系を確

立することよりも、主体的に学びを組み立てることが重視された。 

論文要約

提出者氏名 岡田 美優 指導教員 主
石井

英真
副
西岡

加名恵

論文題目 桒原昭徳による授業づくりの理論と実践

【論文内容の要約】

　本稿は、桒原昭徳（1945-）の授業づくりの理論と実践を検討することを通して、「わかる

授業」の指導原理を明らかにすることを目的とする。

桒原によると、「わかる授業」とは、子どもたちが既知の事柄を用いて、自分で未知の事

柄を「発見」「創造」する授業のことであり、「わかる授業」が成立するのは「自主的学習

のできる学級」であるということになる。桒原は、どんな学級でも教師の指導次第で「騒

がしい学級」にも、「自主的学習のできる学級」にもなりうると言い、教師の指導の重要

性を説いている。

桒原は、恩師吉本均のもとで学習集団論を学び、大学院を卒業した後、9年間小学校で

教員として働いた。その後、大学で研究職に着くこととなったが、それまでの多くの授業

参観を通して、「学習規律」の指導の重要性について考えるようになった。「学習規律」と

は、「子どもたちが『自主的に授業に参加するためのルールやマナー』」のことであり、子

どもにとっては、「授業の実力」や「学級の実力」を意味する。また、幼児教育のあり方

から、「ほんとうに子どもを主人公として育てる教育のあり方」は「間接指導」であると

述べている。つまり、桒原の授業づくりにおいて要点となるのが、この「学習規律」と

「間接指導」であると言える。

桒原は、教師が授業で指導しなければならない対象は、「学習内容」「学習方法」「学習

規律」の三つであり、これらを一人の教師が学年始めから同時並行的に指導し続けていか

なくてはならないと述べる。「学習規律」が指導されている学級でこそ、学んだ「学習方

法」を用いて、「学習内容」を習得することができるのである。

また、それらを指導するときにとるべき方法は「間接指導」であると桒原は主張する。

「間接指導」とは「直接指導」の逆であり、先生と子どもの間に「モノ」や「ヒト」や

「コト」が介在している指導のことである。その間接指導のひとつに、「評価を通しての

指導」である「指導的評価活動」がある。指導したいことを直接言う代わりに評価してや

ることで、子どもたちの自主的な活動を促すというものである。

桒原が担任をしたクラスに、４月当初は着席もままならないような「騒がしい学級」が

あった。しかし、学年始まりから、指導的評価活動を中心とした指導を毎日、毎時間すべ

ての教科の授業で積み重ねていくことで、約半年後には、「授業の実力」を持った「自主

的学習のできる学級」へと変わった。初めこそ、教師の決めた学習規律の形式に従うだけ

だったが、徐々に子どもたちの中で工夫が生まれ、独自のものへと発展していった。こう

して自主的に学習できるようになった学級で「わかる授業」が成立するのである。
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論文要約 
 

提出者氏名 大平 優斗 指導教員 主 西岡加名恵 副 石井英真 

論文題目 丸木政臣による総合学習の理論と実践 

【論文内容の要約】 

 今日、社会情勢の複雑化や予測困難性を背景に、学校教育では、単なる知識・技能の教

授にとどまらず、自ら考え行動する力を育むことが求められている。こうした資質・能力

を育む学習形態の理論的源流の一つは、戦後新教育期に展開した問題解決学習論にまで遡

ることができる。丸木政臣（1924-2013）は、当時問題解決学習に取り組んだ実践者の一人

であり、その中でも中心的存在であった。これまで丸木の教育実践は、特に熊本大学教育

学部附属中学校（以下、熊大附中）における実践に焦点を合わせて論じられてきたが、丸

木実践の背後にある教育理念や和光学園異動後の実践展開については、十分に扱われてこ

なかった。そこで本稿は、熊大附中から和光学園への展開を包括的に扱いながら、丸木実

践の背後にあった教育理念（育てようとした子ども像）がどのような教育実践へと結実し

たのかを明らかにすることを目的とした。 

 第一章では、熊大附中時代（1946-1955）における丸木の社会科実践に焦点を合わせ、実

践の背後にあった社会科・単元学習の目標論と学力観がどのような教育実践へ至り、その

意義と課題が何であったかを明らかにした。十分な知識・技能を持ち、それらを主体的に

駆使して自らの社会や生活へ働きかけることを目指すという目標は、学習者が社会や政治

に働きかけることを求める問題解決学習実践において結実した。これらの実践によって、

問題意識の旺盛な子どもは育てられたものの、それが子どもにとって必ずしも本物の「科

学的な力」にはならないという課題も残されていた。  

 第二章では、和光学園時代（1955-2005）における丸木の総合学習実践に焦点を合わせ、

どのような課題意識のもとに、どのような問題解決学習論や生活単元学習論が展開されて

いったのか、熊大附中における実践からの変化にも注目しながら明らかにした。丸木は、

能力主義・管理主義の台頭により、子どもたちが無気力化したり逸脱行為に走ったりする

ことに対する課題意識を抱えていた。こうした意識は、形式に縛られずに子どもが物事を

考える主体となる総合学習へと結実した。熊大附中時代と比較して、和光学園時代の実践

は、「子ども自身の問い」を重視したという特徴を見出すことができる。  

 以上、丸木が熊大附中から和光学園にかけて積み上げた実践においては、種々の知識・

技能を実社会・実生活の活動を通して培っていくという一貫性があった。一方で、これを

裏付ける教育理念は、学習者が置かれた状況に応じて時代とともに変容し、丸木の実践は、

問題解決そのものが本質となるものから、子どもたちの持つ問題意識を出発点・展開の核

とするものへと変わっていった。そこでは、一貫して子どもたちが系統的な知識体系を確

立することよりも、主体的に学びを組み立てることが重視された。 

論文要約

提出者氏名 岡田 美優 指導教員 主
石井

英真
副
西岡

加名恵

論文題目 桒原昭徳による授業づくりの理論と実践

【論文内容の要約】

　本稿は、桒原昭徳（1945-）の授業づくりの理論と実践を検討することを通して、「わかる

授業」の指導原理を明らかにすることを目的とする。

桒原によると、「わかる授業」とは、子どもたちが既知の事柄を用いて、自分で未知の事

柄を「発見」「創造」する授業のことであり、「わかる授業」が成立するのは「自主的学習

のできる学級」であるということになる。桒原は、どんな学級でも教師の指導次第で「騒

がしい学級」にも、「自主的学習のできる学級」にもなりうると言い、教師の指導の重要

性を説いている。

桒原は、恩師吉本均のもとで学習集団論を学び、大学院を卒業した後、9年間小学校で

教員として働いた。その後、大学で研究職に着くこととなったが、それまでの多くの授業

参観を通して、「学習規律」の指導の重要性について考えるようになった。「学習規律」と

は、「子どもたちが『自主的に授業に参加するためのルールやマナー』」のことであり、子

どもにとっては、「授業の実力」や「学級の実力」を意味する。また、幼児教育のあり方

から、「ほんとうに子どもを主人公として育てる教育のあり方」は「間接指導」であると

述べている。つまり、桒原の授業づくりにおいて要点となるのが、この「学習規律」と

「間接指導」であると言える。

桒原は、教師が授業で指導しなければならない対象は、「学習内容」「学習方法」「学習

規律」の三つであり、これらを一人の教師が学年始めから同時並行的に指導し続けていか

なくてはならないと述べる。「学習規律」が指導されている学級でこそ、学んだ「学習方

法」を用いて、「学習内容」を習得することができるのである。

また、それらを指導するときにとるべき方法は「間接指導」であると桒原は主張する。

「間接指導」とは「直接指導」の逆であり、先生と子どもの間に「モノ」や「ヒト」や

「コト」が介在している指導のことである。その間接指導のひとつに、「評価を通しての

指導」である「指導的評価活動」がある。指導したいことを直接言う代わりに評価してや

ることで、子どもたちの自主的な活動を促すというものである。

桒原が担任をしたクラスに、４月当初は着席もままならないような「騒がしい学級」が

あった。しかし、学年始まりから、指導的評価活動を中心とした指導を毎日、毎時間すべ

ての教科の授業で積み重ねていくことで、約半年後には、「授業の実力」を持った「自主

的学習のできる学級」へと変わった。初めこそ、教師の決めた学習規律の形式に従うだけ

だったが、徐々に子どもたちの中で工夫が生まれ、独自のものへと発展していった。こう

して自主的に学習できるようになった学級で「わかる授業」が成立するのである。
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論文要約 
 

提出者氏名 佐藤来唯 指導教員 主 西岡加名恵 副 石井英真 

論文題目 石山脩平のカリキュラム論に関する検討 

【論文内容の要約】 

 本稿では、戦後「福沢プラン」の理論的指導者として、「地域社会学校」や新設社会科の

実践的研究に功績を残した石山脩平のカリキュラム論を検討した。先行研究では、石山の

カリキュラム論が個人と地域社会の民主的発展を目指す経験主義カリキュラムに結びつい

ていたことを確認した。ただし、この捉え方は戦後新教育の文脈を前提とするものである。

石山は、戦前からの西洋教育史研究に基づいて「ヒューマニズム」の教育理論を構築した

人物でもあった。現状では、石山のカリキュラム論を戦前から総合的に検討した研究はみ

られない。よって、本稿では、戦前からの理論形成過程に着目した上で、石山のカリキュ

ラム論の解明を試みた。 

 第 1 章では、石山が自身の教育理論を形成する過程を概観した。戦時中の石山は、「ヒュ

ーマニズム」に基づく個性伸長の理論、「相互依存説」に基づく社会観の 2 つをもとに、全

体主義教育の理論を構築していた。戦後の石山は民主教育論を展開する。そこにおいて、

「ヒューマニズム」は社会連帯性の概念と結びつき、「ソーシャル・ヒューマニズム」に発

展し、「相互依存説」は社会連帯性の基礎となった。このように、戦前における石山の理論

は、戦後の民主教育論、そして「地域社会学校」論に受け継がれていた。この「相互依存

説」はマルクス主義の立場から批判を受けたが、石山は自らの立場を「第三の道」として

位置づけた。 

第 2 章で石山のカリキュラム論を概観した後、第 3 章でその実践である「福沢プラン」

を検討した。石山が構想した生活カリキュラムは、地域社会における児童に具体化した教

育目標、社会の要求を整理した教育内容からなり、この 2 つは「ソーシャル・ヒューマニ

ズム」の理念に基づくものであった。「福沢プラン」において、教育目標は児童が身につけ

るべき経験要素の形で記述され、社会問題に基づく教育内容と生活カリキュラムの構造の

もと、総合的に経験要素を身につける単元学習が実践された。 

 このように、石山のカリキュラム論は、児童の自発性を重視することで、相互依存的な

共同社会を前提としながら、民主社会の方向に教育を実践する可能性を示すものであった。

ただし、扱われる教育内容が地域社会の問題に根ざすものであった点に関して、視野の広

さにおいて限界があったことを指摘できる。 

 本稿では、福沢小学校独自の教育実践が石山のカリキュラム論に与えた影響について十

分に検討できなかった。そのため、石山と福沢小学校が、互いにどのような影響を与え合

っていたのか、明らかにする必要がある。また、他の地域教育計画との比較を通じた、カ

リキュラム論における地域性の意義と課題の解明も、今後の課題として残された。 

論文要約 
 

 

提出者氏名 谷口浩基 指導教員 主 
石井 

英真 
副 
西岡 

加名恵 

論文題目 遠山啓の「たのしい授業」論に関する一考察 

【論文内容の要約】 

 本稿は、遠山啓による「たのしい授業」論の内実を明らかにするものである。先行研究

において、遠山の「たのしい授業」論は、文化としての学問を学ぶことの楽しさと娯楽的

な楽しさを混同していると批判されたり、ゲームの授業が「反復練習」の代替としての役

割を意図していることが指摘されたりしてきた。本稿の目的は、「たのしい授業」に至るま

での遠山の所論の展開を検討し、ゲームの授業やバイパス教材の具体的な内容に表出する

彼の思想を描きだすことによって、「たのしい授業」論の捉え直しを図ることである。 

 第 1 章では、遠山が所論を展開してきた過程を追うことで、「わかる授業」から「たのし

い授業」への繋がりを明らかにした。遠山は現代化期において、「水道方式」や「量の体系」

を開発し、それらを軸にして、一貫カリキュラムの構築を目指していた。遠山は現代化期

から、現代数学の思考方法を教育の文脈で翻案して取り込もうとしていた。そして、遠山

が「たのしい授業」へと方向を転換させた理由としては、教育方法的研究への着目と、生

徒の視点から教育内容を編成する必要性への気づきがあった。その後、遠山は「たのしい

授業」論を徐々に語気を強めながら展開していった。 

 第 2 章では、「ゲームの授業」および「バイパス教材」の内実を検討することで、以下の

３点を明らかにした。すなわち、①「ゲームの授業」実践は、遊びとしての「たのしさ」

と、学びとしての「たのしさ」を共に併せ持っていたということ、②遠山の「たのしい授

業」論を教材に即して明らかにすると、数学という学問を学ぶことそのものが楽しいとい

う思想が随所に結実しているということ、③バイパス教材には、生徒にとって新鮮な教材

としてデザインされている、どのような生徒が取り組んでも悩みがいがある、泥臭く手を

動かして考えるなかで、数学的な意味に気づくことができるという 3 つの特徴があるとい

うことである。 

 以上の検討から、遠山の「たのしい授業」論を次のように捉え直すことができる。すな

わち、遠山の「たのしい授業」論は、「娯楽的楽しさ」を無批判に受容するものでもなけれ

ば、「反復練習」に矮小化されるような「わかる授業」の延長でもない。それは、儀式的な

授業を変革するための「解毒剤」的側面と、全ての生徒に数学を楽しく身につけさせる「栄

養剤」的側面を併せ持っていた論であったといえる。 

 そして、遠山に一貫する数学教育観としては、数学の「方法」を重視する考えが見出せ

る。遠山は現代化期には、現代数学を教育の文脈に翻案することによって、「たのしい授業」

期には、バイパス教材で数学的意味を泥臭い過程を経て発見させることによって、それを

実現しようとしたのである。 
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論文要約 
 

提出者氏名 佐藤来唯 指導教員 主 西岡加名恵 副 石井英真 

論文題目 石山脩平のカリキュラム論に関する検討 

【論文内容の要約】 

 本稿では、戦後「福沢プラン」の理論的指導者として、「地域社会学校」や新設社会科の

実践的研究に功績を残した石山脩平のカリキュラム論を検討した。先行研究では、石山の

カリキュラム論が個人と地域社会の民主的発展を目指す経験主義カリキュラムに結びつい

ていたことを確認した。ただし、この捉え方は戦後新教育の文脈を前提とするものである。

石山は、戦前からの西洋教育史研究に基づいて「ヒューマニズム」の教育理論を構築した

人物でもあった。現状では、石山のカリキュラム論を戦前から総合的に検討した研究はみ

られない。よって、本稿では、戦前からの理論形成過程に着目した上で、石山のカリキュ

ラム論の解明を試みた。 

 第 1 章では、石山が自身の教育理論を形成する過程を概観した。戦時中の石山は、「ヒュ

ーマニズム」に基づく個性伸長の理論、「相互依存説」に基づく社会観の 2 つをもとに、全

体主義教育の理論を構築していた。戦後の石山は民主教育論を展開する。そこにおいて、

「ヒューマニズム」は社会連帯性の概念と結びつき、「ソーシャル・ヒューマニズム」に発

展し、「相互依存説」は社会連帯性の基礎となった。このように、戦前における石山の理論

は、戦後の民主教育論、そして「地域社会学校」論に受け継がれていた。この「相互依存

説」はマルクス主義の立場から批判を受けたが、石山は自らの立場を「第三の道」として

位置づけた。 

第 2 章で石山のカリキュラム論を概観した後、第 3 章でその実践である「福沢プラン」

を検討した。石山が構想した生活カリキュラムは、地域社会における児童に具体化した教

育目標、社会の要求を整理した教育内容からなり、この 2 つは「ソーシャル・ヒューマニ

ズム」の理念に基づくものであった。「福沢プラン」において、教育目標は児童が身につけ

るべき経験要素の形で記述され、社会問題に基づく教育内容と生活カリキュラムの構造の

もと、総合的に経験要素を身につける単元学習が実践された。 

 このように、石山のカリキュラム論は、児童の自発性を重視することで、相互依存的な

共同社会を前提としながら、民主社会の方向に教育を実践する可能性を示すものであった。

ただし、扱われる教育内容が地域社会の問題に根ざすものであった点に関して、視野の広

さにおいて限界があったことを指摘できる。 

 本稿では、福沢小学校独自の教育実践が石山のカリキュラム論に与えた影響について十

分に検討できなかった。そのため、石山と福沢小学校が、互いにどのような影響を与え合

っていたのか、明らかにする必要がある。また、他の地域教育計画との比較を通じた、カ

リキュラム論における地域性の意義と課題の解明も、今後の課題として残された。 

論文要約 
 

 

提出者氏名 谷口浩基 指導教員 主 
石井 

英真 
副 
西岡 

加名恵 

論文題目 遠山啓の「たのしい授業」論に関する一考察 

【論文内容の要約】 

 本稿は、遠山啓による「たのしい授業」論の内実を明らかにするものである。先行研究

において、遠山の「たのしい授業」論は、文化としての学問を学ぶことの楽しさと娯楽的

な楽しさを混同していると批判されたり、ゲームの授業が「反復練習」の代替としての役

割を意図していることが指摘されたりしてきた。本稿の目的は、「たのしい授業」に至るま

での遠山の所論の展開を検討し、ゲームの授業やバイパス教材の具体的な内容に表出する

彼の思想を描きだすことによって、「たのしい授業」論の捉え直しを図ることである。 

 第 1 章では、遠山が所論を展開してきた過程を追うことで、「わかる授業」から「たのし

い授業」への繋がりを明らかにした。遠山は現代化期において、「水道方式」や「量の体系」

を開発し、それらを軸にして、一貫カリキュラムの構築を目指していた。遠山は現代化期

から、現代数学の思考方法を教育の文脈で翻案して取り込もうとしていた。そして、遠山

が「たのしい授業」へと方向を転換させた理由としては、教育方法的研究への着目と、生

徒の視点から教育内容を編成する必要性への気づきがあった。その後、遠山は「たのしい

授業」論を徐々に語気を強めながら展開していった。 

 第 2 章では、「ゲームの授業」および「バイパス教材」の内実を検討することで、以下の

３点を明らかにした。すなわち、①「ゲームの授業」実践は、遊びとしての「たのしさ」

と、学びとしての「たのしさ」を共に併せ持っていたということ、②遠山の「たのしい授

業」論を教材に即して明らかにすると、数学という学問を学ぶことそのものが楽しいとい

う思想が随所に結実しているということ、③バイパス教材には、生徒にとって新鮮な教材

としてデザインされている、どのような生徒が取り組んでも悩みがいがある、泥臭く手を

動かして考えるなかで、数学的な意味に気づくことができるという 3 つの特徴があるとい

うことである。 

 以上の検討から、遠山の「たのしい授業」論を次のように捉え直すことができる。すな

わち、遠山の「たのしい授業」論は、「娯楽的楽しさ」を無批判に受容するものでもなけれ

ば、「反復練習」に矮小化されるような「わかる授業」の延長でもない。それは、儀式的な

授業を変革するための「解毒剤」的側面と、全ての生徒に数学を楽しく身につけさせる「栄

養剤」的側面を併せ持っていた論であったといえる。 

 そして、遠山に一貫する数学教育観としては、数学の「方法」を重視する考えが見出せ

る。遠山は現代化期には、現代数学を教育の文脈に翻案することによって、「たのしい授業」

期には、バイパス教材で数学的意味を泥臭い過程を経て発見させることによって、それを

実現しようとしたのである。 
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論文要約 
 

提出者氏名     長谷川 真也 指導教員 主 西岡 副 石井 

論文題目 
マ シ ュ ー ・ リ ッ プ マ ン の 「 子 ど も の 哲 学 」  

に お け る 理 論 と 実 践  

【論文内容の要約】 

本稿では、マシュー・リップマンの「子どもの哲学」における理論と実践について
検討した。第 1 章では、リップマンによる「探求の共同体」という教育理論の全体像
に迫った。第１節では、リップマンの教育運動における問題意識とその目的について
検討した。第２節では、教育で培う思考として、「批判的思考」、「創造的思考」、
「ケア的思考」、さらにこれらの総体としての「多元的思考」について検討した。第３
節では、リップマンの主張する学校教育の枠組みについて検討した。「探求主導社会」
のために「理性的姿勢」と「民主主義」が目指されており、そのために「多元的思考」
の育成が必要であるとリップマンは述べている。この「多元的思考」を育成するには
教室を「探求の共同体」へと変える必要がある。「探求の共同体」を成立させるために
は、教育を探求だと考える「反省的枠組み」に基づく「批判的実践」が求められてい
る。「反省的枠組み」、「批判的実践」は、教師と子どもがともに探求に参加する中で
知識を獲得していくという特徴を有することが明らかになった。 
 第２章では、「探求の共同体」に基づく実践として「子どもの哲学」について検討し
た。第１節では、「子どもの哲学」の教育課程を概観した。教育課程はリップマンの作
成した小説教材によって分けられており、小説における哲学的な概念は学年が上がる
につれてより洗練された形で登場し、それによって深い理解が促されるようになって
いる。第２節では、「子どもの哲学」の授業運営について検討することで、教室を「探
求の共同体」にするための教師の姿勢が明らかになった。第３節では、小説教材につ
いてのリップマンの分析を検討することで小説教材の「思考のスキル」を促す仕組み
が明らかになった。 
 以上より、リップマンの「探求の共同体」を理論的背景にもつ「子どもの哲学」は自ら
にとっての価値を大切にした意思決定を行う市民の育成に貢献できる教育方法であること
が明らかになった。また、「探求の共同体」において対話を行うことで、地球規模の解決
策が未知の問題に対しても積極的に関わり向き合っていく姿勢を養成することが可能であ
り、「子どもの哲学」は重要な教育方法であると考えられる。 
 本稿に残された課題として、次の二点が挙げられる。 
 第一に、リップマン自身の課題として、学校教育変革のために「探求の共同体」や「反
省的枠組み」をどのように他教科に用いるか未検討である。第二に、本稿の課題として、
『ハリー』以外の４つの小説教材については触れられなかった。学年や目指される思考ス
キルの違いが小説教材においてどのように立ち現れてくるか、今後検討が必要である。 

論文要約
 

提出者氏名 松井 雄司 指導教員 主 西 岡 副 石 井 

論文題目 

 

学習英文法の再検討ー寺島隆吉の理論と実践を中心に 

 

【論文内容の要約】 

本論文では第 1 章では、学習英文法の種類に言及しながら、英文法を重視する寺島隆吉

の理論と実践を分析を行い、「連結詞に注目しながら、動詞に注目し、複文でも単文に戻し、

それに対応する日本語を各自の日本語力を基に訳を作り出す。」という流れの寺島の文法

は日本語力があるが、英文の構成に気付きにくい学習者にとって大きな効果があることを

示している。そのうえで日本語力が不足している学習者にとっての学習英文法の必要性を

示し、その英文法を 5 文型を使いながら検討するとしている。  

そして第 2 章では、1 節目に、英語学習に 5 文型を利用することに、どのような基礎事

項が必要かについて述べている。また既存の 5 文型の考え方では対応できないような、一

文が長い英文であっても、単語の品詞を 4 品詞と 4 品詞以外に分けることによって、5 分

型を適用できること、また、文型をとることが訳の理解に自動的につながるということに

ついて述べている。そして、動詞を他動詞、自動詞に分けることの意味と、分け方につい

て、またその運用例を挙げている。  

第 2 節では、第 1 節で述べたことを学習者自身がどのような手順で行えばよいかを具体

的に述べている。特に、例文を通して文型の取り方を詳しく説明している。次に 4 品詞以

外が文中にあったときの処理方法を説明している。中でも 4 品詞以外の基本的なグループ

の作り方を、そして、そのグループを作るときにどこまでをグループに含めればよいのか

を、そして 4 品詞以外のグループの役割が決まったときにどのような訳を当てられるのか

を一覧表にして示している。 

第 3 節では、第 2 節の項目の手順を追っても文型が見えてこないときに、どのような原

因があるのかについて述べている。1 項目目で文中に関係詞の省略がある場合、2 項目で、

文中に使役動詞、知覚動詞があり、その後の動詞に to が省略されている場合、3 項目では

過去分詞が過去形に見えてしまっている場合の例をあげ、それらの解釈方法を説明してい

る。また文型が取れないときの他の例を大まかにあげているが、今回は細かい説明は控え

ている。  

終わりで、日本語力がある学習者や、日本語力がない学習者など学習者の特徴にあわせ

た学習英文法ができあがれば、文法か会話（コミュニケーション）かかという二者択一で

はなくなるのではないかと述べている。 
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論文要約 
 

提出者氏名     長谷川 真也 指導教員 主 西岡 副 石井 

論文題目 
マ シ ュ ー ・ リ ッ プ マ ン の 「 子 ど も の 哲 学 」  

に お け る 理 論 と 実 践  

【論文内容の要約】 

本稿では、マシュー・リップマンの「子どもの哲学」における理論と実践について
検討した。第 1 章では、リップマンによる「探求の共同体」という教育理論の全体像
に迫った。第１節では、リップマンの教育運動における問題意識とその目的について
検討した。第２節では、教育で培う思考として、「批判的思考」、「創造的思考」、
「ケア的思考」、さらにこれらの総体としての「多元的思考」について検討した。第３
節では、リップマンの主張する学校教育の枠組みについて検討した。「探求主導社会」
のために「理性的姿勢」と「民主主義」が目指されており、そのために「多元的思考」
の育成が必要であるとリップマンは述べている。この「多元的思考」を育成するには
教室を「探求の共同体」へと変える必要がある。「探求の共同体」を成立させるために
は、教育を探求だと考える「反省的枠組み」に基づく「批判的実践」が求められてい
る。「反省的枠組み」、「批判的実践」は、教師と子どもがともに探求に参加する中で
知識を獲得していくという特徴を有することが明らかになった。 
 第２章では、「探求の共同体」に基づく実践として「子どもの哲学」について検討し
た。第１節では、「子どもの哲学」の教育課程を概観した。教育課程はリップマンの作
成した小説教材によって分けられており、小説における哲学的な概念は学年が上がる
につれてより洗練された形で登場し、それによって深い理解が促されるようになって
いる。第２節では、「子どもの哲学」の授業運営について検討することで、教室を「探
求の共同体」にするための教師の姿勢が明らかになった。第３節では、小説教材につ
いてのリップマンの分析を検討することで小説教材の「思考のスキル」を促す仕組み
が明らかになった。 
 以上より、リップマンの「探求の共同体」を理論的背景にもつ「子どもの哲学」は自ら
にとっての価値を大切にした意思決定を行う市民の育成に貢献できる教育方法であること
が明らかになった。また、「探求の共同体」において対話を行うことで、地球規模の解決
策が未知の問題に対しても積極的に関わり向き合っていく姿勢を養成することが可能であ
り、「子どもの哲学」は重要な教育方法であると考えられる。 
 本稿に残された課題として、次の二点が挙げられる。 
 第一に、リップマン自身の課題として、学校教育変革のために「探求の共同体」や「反
省的枠組み」をどのように他教科に用いるか未検討である。第二に、本稿の課題として、
『ハリー』以外の４つの小説教材については触れられなかった。学年や目指される思考ス
キルの違いが小説教材においてどのように立ち現れてくるか、今後検討が必要である。 

論文要約
 

提出者氏名 松井 雄司 指導教員 主 西 岡 副 石 井 

論文題目 

 

学習英文法の再検討ー寺島隆吉の理論と実践を中心に 

 

【論文内容の要約】 

本論文では第 1 章では、学習英文法の種類に言及しながら、英文法を重視する寺島隆吉

の理論と実践を分析を行い、「連結詞に注目しながら、動詞に注目し、複文でも単文に戻し、

それに対応する日本語を各自の日本語力を基に訳を作り出す。」という流れの寺島の文法

は日本語力があるが、英文の構成に気付きにくい学習者にとって大きな効果があることを

示している。そのうえで日本語力が不足している学習者にとっての学習英文法の必要性を

示し、その英文法を 5 文型を使いながら検討するとしている。  

そして第 2 章では、1 節目に、英語学習に 5 文型を利用することに、どのような基礎事

項が必要かについて述べている。また既存の 5 文型の考え方では対応できないような、一

文が長い英文であっても、単語の品詞を 4 品詞と 4 品詞以外に分けることによって、5 分

型を適用できること、また、文型をとることが訳の理解に自動的につながるということに

ついて述べている。そして、動詞を他動詞、自動詞に分けることの意味と、分け方につい

て、またその運用例を挙げている。  

第 2 節では、第 1 節で述べたことを学習者自身がどのような手順で行えばよいかを具体

的に述べている。特に、例文を通して文型の取り方を詳しく説明している。次に 4 品詞以

外が文中にあったときの処理方法を説明している。中でも 4 品詞以外の基本的なグループ

の作り方を、そして、そのグループを作るときにどこまでをグループに含めればよいのか

を、そして 4 品詞以外のグループの役割が決まったときにどのような訳を当てられるのか

を一覧表にして示している。 

第 3 節では、第 2 節の項目の手順を追っても文型が見えてこないときに、どのような原

因があるのかについて述べている。1 項目目で文中に関係詞の省略がある場合、2 項目で、

文中に使役動詞、知覚動詞があり、その後の動詞に to が省略されている場合、3 項目では

過去分詞が過去形に見えてしまっている場合の例をあげ、それらの解釈方法を説明してい

る。また文型が取れないときの他の例を大まかにあげているが、今回は細かい説明は控え

ている。  

終わりで、日本語力がある学習者や、日本語力がない学習者など学習者の特徴にあわせ

た学習英文法ができあがれば、文法か会話（コミュニケーション）かかという二者択一で

はなくなるのではないかと述べている。 
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論文要約 
 

提出者氏名 山田章浩 指導教員 主 
石井 

英真 
副 
西岡 

加名恵 

論文題目 
安井俊夫の教育内容論 

―「歴史教育固有の論理」の追求― 

【論文内容の要約】 

本論文の目的は「歴史教育固有の論理」に着目することで、安井俊夫の教育内容概念の

展開とそれに伴う授業づくりの発想の変容を明らかにし、その意義と課題を検討すること

である。安井は「現代化」批判の流れのなかで、歴史教育において「楽しくわかる授業」

を先導した存在として評価されてきた。しかし、安井の教育内容概念が「教育内容と教材

の区別」論で規定されるものから変化したことを踏まえて、安井実践と授業づくり論を検

討することは十分に行われていない。よって本論文では、安井の教育内容概念の変容を明

らかにし、変容した教育内容概念と授業づくり論の関係性を考察する。  

 安井実践は「東国と大和朝廷」実践を境に二つに時期区分できる。本論文ではこの時期

区分に従い、安井の教育内容観の変遷を明らかにする。第 1 章では、「東国と大和朝廷」実

践以前は歴史学の成果に基づく教育内容が設定され、以後は「子どもの論理」に基づく教

育内容が設定されたことを明らかにした。第 2 章では、安井が大学教員として自身の実践

の理論化を図った授業づくり論と「子どもの論理」に基づく教育内容の関係性を検討した。 

 以上の検討では、授業づくりに子どもの追求という視点を加えるという「歴史教育固有

の論理」に着目することで、安井俊夫の教育内容概念が歴史学に基づく教育内容から、「子

どもの論理」に基づく教育内容へ範囲を拡大させたことが明らかになった。「子どもの論理」

に基づく教育内容は一般的、抽象的な教育内容を、子どものもつイメージと結合し、その

イメージを変革する側面を意識して、特殊化、具体化する。そして、これは、子どもの側

からの授業の分析を可能にし、教材構成の視点としても機能するものであった。 

 安井の論じた「子どもの論理」に基づく教育内容について、以下の意義と課題が挙げら

れる。意義は二点ある。第一に、「子どもの論理」を教育内容設定に組み込むことにより、

教育内容レベルにおける「科学と教育の結合」に双方向的な関係性を確立したことである。

第二に、個人の心理的特性を含む観点を学問の系統性と一体化した形で、実践の妥当性の

検証を行うことが授業づくり論に位置づけられたことである。一方で課題としては、安井

は実践において大きな目標としては歴史学と歴史教育の「一体化」を目指したが、それを

実現するための道筋を、教育内容論において十分に理論化できていない点が挙げられる。  

 以上の検討から本論文は次のような示唆を与える。本論文では、「歴史教育固有の論理」

を、子どもの追求という視点を授業づくりに加える実践をつらぬくスタンスとして捉え直

した。この捉え直しによって、安井の歴史学と歴史教育の一体化を論点とした安井実践を

取り巻く議論を教材論に終始せず、教育内容論を中心に授業づくり全体に広げることがで

きた。 
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